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４月１日掌から、外来診療の高額療養費の取り扱いが変わります。限度額適用認定証を提示すると、外

来診療でも窓口で一定額以上支払う必要がなくなります。

高額な外来診療を受け、窓口の自己負担

がひと月の限度額以上になった場合でも、

いったんその額を支払わなければなりま

せんでした。

こ
れ
ま
で

限度額を超える分は、窓口で支払う必

要がなくなります。

※同一の医療機関に限ります。

４
月
か
ら

病院や薬局で

提示するもの

自己負担限度額
区分

４回目から３回目まで

保険証

＋

限度額適用認定証

83,400円
150,000円＋

（医療費－500,000円）×１％
上位所得者

44,400円
80,100円＋

（医療費－267,000円）×１％
一 般

24,600円35,400円
住民税

非課税世帯

病院や薬局で

提示するもの

自己負担限度額
区分

外来＋入院外来

●国保の方は

保険証＋

高齢受給者証

●後期の方は

保険証

80,100円＋

（医療費－267,000円）×１％

※４回目からは44,400円

44,400円現役並み所得者

44,400円12,000円一 般

保険証

＋

限度額適用認定証

24,600円8,000円区分Ⅱ住民税

非課税世帯 15,000円8,000円区分Ⅰ

限度額適用認定証

をもらうにはどう

したらいいの？

▼

住民課戸籍保険グ

ループの窓口で申

請をしてください。

その場で限度額適

用認定証をお渡し

します。

申請に必要なもの

は何？

▼

保険証と印鑑が必

要です。

すでに限度額適用

認定証を持ってい

るけれど、申請は必

要なの？

▼

必要ありません。

お持ちの限度額適

用認定証をそのま

まお使いください。

諮

高額療養費の取り扱いが変わります
問合せ 住民課戸籍保険グループ 察76・2130

※現役並み所得者と一般の方は、限度額適用認定証は必要ありません。

70歳以上の方

試
限
度
額
適
用
認
定
証
（
例
）

70歳未満の方
70歳以上で国保に
加入している方

後期高齢者医療保険
に加入している方

70歳未満の方
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を
テ
ー
マ
に
し
た
小
論
文

締
切

４
月

日
晶

27

選
考
方
法

選
考
委
員
会
を
設
置
し
、

小
論
文
な
ど
に
よ
り
総
合
的
に
選

考
し
ま
す
。

新
十
津
川
町
、
滝
川
市
、
赤
平
市
、

歌
志
内
市
が
、
共
同
で
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時

４
月

日
昇

時
～

時

10

13

15

場
所

滝
川
市
役
所

内
容

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
概

要
、
平
成

～

年
度
の
保
険
料

24

25

率
参
加
料

無
料

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
は
、
制
度
の
運
営
に
関
す
る
重
要

事
項
を
審
議
す
る
運
営
協
議
会
委
員

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

資
格

歳
以
上
の
方

20

※
議
員
や
公
務
員
を
除
く

募
集
人
数

５
人

任
期

７
月
１
日
掌
か
ら
２
年
間

報
酬

運
営
協
議
会
１
日
に
つ
き
５

０
０
０
円
、
交
通
費

応
募
方
法

次
の
書
類
を
住
民
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

陰
応
募
用
紙
（
用
紙
は
住
民
課
に
あ

り
ま
す
）

隠
「
高
齢
者
の
健
康
と
医
療
制
度
」

歳
か
ら

歳
ま
で
の
方
の

70

74

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
は
、
平

成

年
４
月
か
ら
２
割
に
引
き

20
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
し
た
が
、平

成

年
３
月
ま
で
は
１
割
に
据

24
え
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
据
え
置
き
は
、さ
ら
に
平

成

年
４
月
か
ら
平
成

年
３

24

25

月
ま
で
の
１
年
間
に
お
い
て
も

継
続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

※
す
で
に
３
割
負
担
と
な
っ
て

い
る
方
や
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
対
象
と
な
る
一
定
の
障
害

認
定
を
受
け
た
方
は
除
き
ま
す
。

国民健康保険・後期高齢者医療制度ニュース

高
齢
受
給
者
証
の
更
新

一
部
負
担
金
の
割
合
欄
に
「
２

割（
平
成

年
３
月

日
ま
で
は

24

31

１
割
）」と
書
か
れ
て
い
る
高
齢

受
給
者
証
は
、
負
担
割
合
が
変
更

に
な
り
ま
す
の
で
更
新
し
ま
す
。

該
当
者
に
は
、新
し
い
高
齢
受

給
者
証
を
３
月
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
、

現
在
の
高
齢
受
給
者
証
は
破
棄

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

住
民
課
戸
籍
保
険
グ

ル
ー
プ

緯

・
２
１
３
０

76

自
己
負
担
１
割
を
据
え
置
き

歳
以
上
の
国
保
で

70

知って納得！
医療制度説明会

問合せ 住民課戸籍保険グループ

察76・2130

「２割（平成24年３月31日ま

では１割）」と書かれている

方に、新しい受給者証を郵

送します。

募集
運営協議会委員

問合せ 住民課戸籍保険グループ

察76・2130

北海道後期高齢者医療広域連合

察011・290・5601




